
○
道
路
運
送
車
両
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
二
百
五
十
四
号
）
（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
登
録
の
有
効
期
間
）

第
七
条
の
二

法
第
九
十
六
条
の
五
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
五
年
と
す
る

。



○
道
路
運
送
車
両
法
関
係
手
数
料
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

道
路
運
送
車
両
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
納

道
路
運
送
車
両
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
納

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

手
数
料
を
納
付
す
べ
き
者

金

額

手
数
料
を
納
付
す
べ
き
者

金

額

一
～
六

（
略
）

（
略
）

一
～
六

（
略
）

（
略
）

七

回
送
運
行
許
可
証
の
交
付
を
申
請
す

一
枚
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
金
額

七

回
送
運
行
許
可
証
の
交
付
を
申
請
す

一
枚
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
金
額

る
者

一
～
五

（
略
）

る
者

一
～
五

（
略
）

六

有
効
期
間
が
五
月
を
超
え
六
月
以

六

有
効
期
間
が
五
月
を
超
え
六
月
以

内
の
許
可
証

一
万
二
千
三
百
円

内
の
許
可
証

一
万
二
千
三
百
円

七

有
効
期
間
が
六
月
を
超
え
七
月
以

内
の
許
可
証

一
万
四
千
三
百
円

八

有
効
期
間
が
七
月
を
超
え
八
月
以

内
の
許
可
証

一
万
六
千
四
百
円

九

有
効
期
間
が
八
月
を
超
え
九
月
以

内
の
許
可
証

一
万
八
千
四
百
円

十

有
効
期
間
が
九
月
を
超
え
十
月
以

内
の
許
可
証

二
万
五
百
円

十
一

有
効
期
間
が
十
月
を
超
え
十
一

月
以
内
の
許
可
証

二
万
二
千
五
百

円
十
二

有
効
期
間
が
十
一
月
を
超
え
一

年
以
内
の
許
可
証

二
万
四
千
六
百

円

八
～
二
十

（
略
）

（
略
）

八
～
二
十

（
略
）

（
略
）


